
令和 8 年 7 月 3 日 

整備計画の住民周知と資料作成業務委託 仕様書  

 

1 業務名 

整備計画の住民周知と資料作成業務 

2 業務目的 

本業務は、立梅用水土地改良区が実施を予定する情報通信環境整備について、関係住民及

び地権者等への円滑な周知を図るとともに、事業への理解促進及び合意形成に必要な各種

資料の作成を行うことを目的とする。 

3 発注者 

 立梅用水土地改良区 

4 業務対象区域 

三重県多気郡多気町丹生地区のうち、発注者が指定する区域とする 

5 委託期間 

契約締結の日から令和 9 年 2 月 28 日まで 

6 業務内容 

受託者は、次の業務を実施するものとする。 

6-1 整備計画の関係者周知資料作成 

 別業務で検討する整備計画について段階的に関係者へ周知する資料を作成する。 

6-2 整備計画の住民への事業報告資料作成 

 関係者周知資料をベースに発注者と協議を実施し、住民への事業報告資料を作成する。 

6-3 整備計画事業の周知 SNS 運用 

 周知資料の他に、SNS を利用した周知を実施する。なお、具体的な SNS の媒体や方法等につい

ては発注者と協議のうえ、決定するものとする。 

6-4 報告書作成 

 業務実施内容を取りまとめた報告書を作成すること。 

7 成果品 

成果品は次のとおりとする。 

（1）業務報告書 1 部 

（2）関係者周知資料 一式 

（3）事業報告書（住民配布資料） 一式 



（4）S N S 配信記録 一式 

（5）電子データ 一式 

電子データは Microsoft Word、Excel、PowerPoint 及び PDF 形式を基本とし、編集可能な形式で納品

すること。 

8 業務実施体制 

受託者は、本業務を適正に遂行できる管理技術者及び担当技術者を配置し、発注者との連絡調整を

密に行うこと。 

9 打合せ 

業務期間中、必要に応じて打合せを実施するものとし、打合せ結果について記録を作成し提出するこ

と。 

10 留意事項 

1. 業務の遂行に当たっては、発注者と十分協議すること。  

2. 業務上知り得た情報を第三者へ漏らしてはならない。  

3. 成果品の著作権は発注者に帰属するものとする。  

4. 業務内容に疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定する。  

11 その他 

本仕様書に定めのない事項については、発注者と受託者が協議の上、決定するものとする。 

 

 事業対象地 

頭首工、取水堰

中央管理施設

農業集落排水施設

C

スマート鳥獣害対策新規導入地域

小さな拠点

流域治水計画エリア

営農飲雑用水施設

その他活性化施設等

スマート農業新規導入地域

無線基地局

光ファイバ（新設）

光ファイバ（既設）

局舎（新設）

RTK-GNSS基準局

計画策定事業実施区域

農振農用地区域

受益農地

凡　例

用水路

農道

局舎（既設）

揚水機場

排水路

排水機場

ため池、ファームポンド

C ダム

揚

排

池

ダ

堰

活

管

集

飲

Ｒ
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